
令和 2 年度 下 半期 指定管理者管理運営状況シート

１．施設の概要

非公募

利用料金 料金徴収なし

２．利用状況

３．業務の履行確認

施設名 高齢者福祉会館 所管課 高齢福祉課

所在地 岐阜市鶴田町３丁目７番地４

指定管理者名 公益社団法人　岐阜市シルバー人材センター

指定期間 平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

選定方法 公募

料金制 使用料

指定管理委託料（年額） 15,257,407円　／年

施設の設置目的
高齢化社会の進展に伴い、高齢者の福祉増進を図るため、高齢者に対し総合的な情報を提供するととも
に、各種の相談に対応することを目的として、ふれあいの館「白山」を設置する。

施設概要
◇構造：鉄筋コンクリート造３階建て（うち２階・３階部分）　◇敷地面積：１，８９９．４６㎡　◇延べ床面積：２，
１５９．４７㎡　◇開館：平成３年４月　◇施設内容：高齢者交流センター、展示コーナー、附属施設（会議
室）、サロン、駐車場

R２下半期 R２上半期 R１ 下半期 R１ 上半期 H３０ 下半期

利用者数（単位：人） 3,278 1,655 4,727 5,859 5,293

各室利用
人数（人）

高齢者交流センター 2,113 1,059 3766 4524 3931

会議室 1,165 596 961 1335 1362

区　分 確　認　事　項 履　行　状　況

利用者
サービス

①開館日・開館時間の遵守
②適切な人員配置
③広報の方策
④苦情への対応

①岐阜市高齢者福祉会館条例施行規則第２条のとおり覆
行
②事務局長、常勤、非常勤(週１回)を配置
③PRチラシの配布、施設内に掲示
④苦情に対する迅速な処理を適切に行うよう必要な指導
を随時実施

自主事業・
提案事業

－ －

施設管理

①自動ドア保守点検
②受水槽清掃
③床、ガラス清掃業務
④空調設備保守点検
⑤消火設備保守
⑥電気設備保守点検
⑦昇降機保守点検
⑧警備業務
⑨清掃業務
➉交流センター管理業務
⑪趣味の教室補佐業務

①自動ドア保守点検（年４回予定　１１月、２月実施）
②受水槽清掃(年１回　１１月実施)
③床、ガラス清掃業務(年１回　１２月実施)
④空調設備保守点検(年４回予定　１１月、３月)
⑤消火設備保守(年２回予定　２月実施)
⑥電気設備保守点検(年５回予定　１１月、１月、３月)
⑦昇降機保守点検(月１回実施)
⑧警備業務(閉館後から開館及び休館日　機械警備による
警備)
⑨施設清掃業務(月～金　９時から１２時の間３人で実施)
➉交流センター管理業務(月～土　９時～１７時)
⑪趣味の教室補佐業務(月～金　講座開講時に就業　各
講座毎に１人で実施)

施設修繕

下記の観点からの修繕実施状況
・迅速な修繕の実施
・指定管理者のノウハウを生かした修繕・整備

・エアコンのファイルター清掃
・室外機の清掃・ネットの張替え
・温便座の設置

危機管理・
法令遵守

①個人情報の保護
②非常時の対応策
③関係法令の遵守

①岐阜市シルバー人材センター個人情報の保護に関する
規程の厳守
②ふれあいの館白山　新型コロナウイルス感染防止対策
運営マニュアルの厳守
③２月および３月の避難訓練の実施



４．利用者評価

５．指定管理者の選定基準に基づく評価

指定
管理者

所管課
評価

委員会
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利用者アンケートの
実施状況

　２月２２日から３月１９日の間、会館利用者及び「趣味の教室」受講者に対し、アンケート用紙を配布して無
記名で意識調査をした。

利用者アンケートの
実施結果

・回収総数　68人　　　・性別　男性13人　女性49人　無回答6人
・年齢　60～64　2人　65～69　12人　70～74　18人　75～79　14人　80～84　8人　85～89　7人
　　　　 90以上　3人　  無回答　4人
・職員の対応　　　 満足　92.4％　 ほぼ満足　 7.6％　  やや不満　  0％　  不満　  0％
・施設の管理　　　 満足　61.4％　 ほぼ満足　29.8％　 やや不満　7.0％　  不満　1.8％
・講座の内容　　　 満足　78.5％　 ほぼ満足　21.5％　 やや不満　   0％　  不満   0％
・全体的満足度　　満足　71.0％　 ほぼ満足　27.4％　 やや不満　1.6％　  不満　  0％

利用者からの
要望・苦情と
対処・改善

・照明の切れているところが多く暗いと指摘があり、電球、蛍光灯の交換を行った。
・トイレの便座を温かくして欲しいとの要望や苦情が多数あり、対応して温便座に取り替えた。
・受講要望の多かった講座については２つにわけて運営マニュアルを守りつつ受講者を増やした。

区 分 選定基準 評　価　項　目 具体的な業務要求水準

評　　価

公平性
透明性

住民の平等利
用 が 確 保 され
ること

平等利用を確保するための体制、モ
ニタリングなど

・「広報ぎふ」、ホームページ等、様々な媒体を活用することで、よ
り広く情報提供を実施。
・関連条例、規則に基づき適切に判断する.
・アンケート等により、利用者の声を把握。

情報公開、広報の方策 ・「広報ぎふ」、ホームページ等多様な手段で情報提供。

区分評価

効果性

事業計画書の
内 容 が 、 対 象
施設の効用（設
置目的）を最大
限 発 揮 す る も
のであること

利用者ニーズ、苦情などの把握方法
及び対応方策など

・窓口やアンケート等によりニーズの把握に努め、サービス向上に
つなげる。

利用者に対するサービス向上の方策
（窓口応対、プロモーション、設備の整
備など）

・高齢者に関する情報の提供や相談に対応。

利用促進、利用者増の方策
・シルバー人材センターに登録された会員のネットワークを活用し
た利用者増を図る。

サービスの質を確保するための体
制、モニタリングなど

・定期的に利用者アンケート調査を実施。

施設の効用（設置目的）を最大限発揮
できるスタッフの配置

・経験のある職員を配置し、スタッフの機動的な対応を図る。

区分評価
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評価
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６．指定管理者の取組みに対する自己評価(良否、課題と解決策など)

区 分 選定基準 評　価　項　目 具体的な業務要求水準

評　　価

効率性

事業計画書の
内 容 が 、 管 理
経費の縮減が
図られるもので
あること

収支計画の妥当性 ・収支計画に沿った運営。

管理経費縮減の具体的方策
・利用者サービスを低下させない範囲内での節水・節電等による
光熱水費等の縮減。

スタッフ配置の妥当性（無理はない
か）

・サービスを低下させないように、効率的に職員を配置。

区分評価

安定性
安全性

事業計画書に
沿った管理を安
定して行う物的
能 力 、 人 的 能
力を有している
こと

経営基盤の安定性
・民事再生法や破産法に基づく再生／破産手続き開始の申立てを
していない。
・市税等の滞納がない。

組織及びスタッフ（採用予定者も含
む）の経歴、保有する資格、ノウハウ、
専門知識等

・過去に高齢者福祉等の仕事に携わった経験のある人材を配置。

スタッフ（採用予定者も含む）の人材
育成の方策

・研修等により人材の育成に取り組む。

リスクへの対応方策（防止策、非常時
の対応マニュアルなど）

・指定管理者が作成した「危機管理マニュアル」等に基づき対応。

区分評価

貢献性

事業計画書の
内 容 が 、 岐 阜
市 あ る い は 施
設 が あ る 特 定
の 地 域 （ 以 下
「地元」という。）
の 振 興 、 活 性
化 な ど に 貢 献
できるものであ
ること

地元の法人その他の団体の育成（一
部業務の再委託先）

・地元の法人その他の団体に業務の一部を委託。

地元での社会活動等への参加 ・会館周辺の清掃など地域環境美化に取り組む。

地元団体との連携、地元住民等との
交流（世代間交流など）

・地元自治会、地域包括支援センター等との連携を図る。
・地元住民との交流を図る。

区分評価

今期の取組み
に対する評価

・新型コロナウイルス感染拡大防止の為、感染防止運営マニュアルを作成し、入館者のマスク着用徹底と受
講者の検温、紙タオルの設置、密にならないように受講者の人数制限等を行い、運営している。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の為、独自に会館入り口での手指消毒の設置、簡易マスクの用意、エレ
ベータでの人数制限と非接触用綿棒の設置、受付での卓上パーテーションの設置を行っている。
・1階ロビーにて、情報コーナーを設置し、岐阜市内を中心としたイベント等の情報を発信している。
・会館１階にて会員手作りの弁当、小物販売、野菜販売を行い、喫茶スペースを設け、近隣の公民館にチラ
シを設置してもらっている。
・1階喫茶スペースの展示コーナーにて、会員や講座の受講者による作品展を開催している。
・空調機器の温度設定制限や、利用後の完全消灯等を徹底や電力モニター設置による電力監視を行い、光
熱水費の経費削減に努めている。
・アンテナショップでのチラシ配布などＰＲ活動を行っている。
・来館者専用の２６台分の駐車スペースを確保している。
・施設管理においては、利用者の安全を第一に考え、毎日の点検による破損個所の早期発見及び修繕に
努めている。
・利用者の意向も汲み取りながら、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めた。

前回までの意見を
踏まえた取組み状況

・引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら運営をしていく。
・１階施設も含め会館全体を活用し、利用者の増加を図っていく。
・エアコン設備について定期的に点検を実施している。
・未使用部分の消灯監視など館内の省エネを徹底し無駄の排除にも努めた。



７．所管課の意見

８．指定管理者評価委員会の意見

　新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを作成し、それに基づき対策を行いながら講座等を運営している。
　下半期には、上半期同様に新型コロナウイルス対策を徹底しながら、体操やヨガなどの講座の再開をした。
　筋トレの講座に関しては、家でもできる筋トレを踏まえた講座にするなど、コロナ禍においても楽しめる講座となるよう努めた。
　今後も新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、講座の充実を図るよう努められたい。

　新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら講座等の運営をしていることが伺えた。
　今後も感染症対策に十分取り組みながら、利用者にとって安心・安全な運営に努めていただきたい。

今後の取組み

・新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら、利用者の拡大に務めていきます。
・新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、趣味の教室講座の運営を行っていきます。
・地域の情報発信スペースや野菜市、小物や弁当の販売及び喫茶スペースなどを活用し講座等のＰＲを
行っていきます。
・1階喫茶スペース内にある展示コーナーにおいて、講座の受講者による作品展などを開催することにより、
作品発表による交流センター講座のＰＲを行っていきます。
・未使用部分の消灯監視など館内の省エネや需用費（コピー用紙代）などは印刷物の削減、両面印刷、縮
小印刷の徹底などを行い経費削減にも努めていきます。
・周辺自治会へのＰＲ活動を継続的に行っていきます。


